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北
海
道
と
道
内
各
市
町
村
で
は
、

税
負
担
の
公
平
・
公
正
を
確
保
す
る

た
め
、
財
産
差
押
な
ど
の
滞
納
処
分

を
強
化
し
て
お
り
、
北
斗
市
で
は
次

の
日
程
で
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
る

方
に
催
告
書
・
差
押
予
告
通
知
書
を

発
送
し
ま
す
。

●
発
送
日
／
10
月
16
日
㈮

●
相
談
期
間
／
10
月
19
日
㈪
〜
10
月

　

30
日
㈮
（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
５
時
）

●
対
象
者

　

令
和
２
年
度
の
市
税
等
（
市
道
民

税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
学
校
給

食
費
・
保
育
園
利
用
負
担
金
・
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
料
）
を
滞
納
し

て
い
る
方
（
８
月
末
納
期
ま
で
に
滞

納
が
あ
る
方
が
対
象
で
す
。）

　

市
に
お
い
て
も
、
指
定
納
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
場
合
に
は
、随
時
、

給
与
や
預
貯
金
な
ど
を
調
査
し
、
差

押
を
実
施
し
ま
す
。

　

一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
等
、
納

税
相
談
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

担
当
窓
口
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
元
年
度
以
前
分
に
滞

納
が
あ
る
方
は
、
今
回
の
対
象
者
に

な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
随
時
納
税

相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

市
税
等
を
滞
納
す
る
と
、
住
民
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
や
保
険
制
度
の
運
営

に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。市
税
等
は
納
期
内
に
納
付

さ
れ
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機

構（
以
下
、
機
構
と
い
う
。）は
、
納
税

に
誠
意
の
な
い
方
に
対
し
、
滞
納
整

理
を
専
門
に
行
う
組
織
と
し
て
平
成

16
年
４
月
１
日
に
設
立
さ
れ
、
今
年

で
17
年
目
に
な
り
ま
し
た
。

　

渡
島
・
檜
山
管
内
（
函
館
市
を
除

く
17
市
町
）
で
の
地
方
税
の
滞
納
額

の
減
縮
と
、
税
負
担
の
公
平
性
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
市
税

お
よ
び
督
促
手
数
料
、
延
滞
金
を
市

町
に
代
わ
っ
て
徴
収
す
る
た
め
、
差

押
や
公
売
な
ど
の
強
制
的
な
滞
納
整

理
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
左
表
）

　

機
構
で
は
、
給
与
や
年
金
、
預
貯

金
・
生
命
保
険
な
ど
の
財
産
調
査
を

随
時
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
財
産
差
押

に
よ
る
滞
納
処
分
を
行
っ
て
お
り
、

不
動
産
や
債
権
な
ど
が
発
見
に
い
た

ら
な
い
場
合
で
も
、
家
宅
を
捜
索
し

て
現
金
の
差
押
え
や
、
動
産
を
差
押

え
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て

公
売
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
は
２
７
１
件
、
２
億

５
，
８
７
９
万
円
の
滞
納
事
案
を
引

き
受
け
し
、
粛
々
と
滞
納
整
理
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
令
和
３
年
度
の
機
構
へ

の
引
継
者
の
選
定
作
業
を
行
っ
て
お

り
、
機
構
と
の
間
で
事
案
協
議
を
進

め
、引
継
者
を
決
定
し
ま
す
。

　

市
税
等
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ

の
心
配
が
無
く
、「
安
全
」・「
便
利
」・

「
確
実
」な
口
座
振
替
の
利
用
を
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
場
合
は
、

取
扱
金
融
機
関
の
店
舗
、
市
役
所
収

納
課
、総
合
分
庁
舎
市
民
窓
口
課
、七

重
浜
・
茂
辺
地
支
所
の
窓
口
に
備
付

け
の
「
北
斗
市
口
座
振
替
依
頼
書
兼

自
動
払
込
利
用
申
込
書
」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
預
貯
金
通
帳
と
通
帳

に
ご
使
用
の
印
鑑
及
び
納
税
通
知
書

を
お
持
ち
の
う
え
、
金
融
機
関
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
は
お
申
込
み
の

翌
月
の
納
期
分
か
ら
開
始
と
な
り
ま

す
。

●
取
扱
金
融
機
関

　

各
金
融
機
関
の
本
店
お
よ
び
各
支

店
で
お
申
込
み
で
き
ま
す
。

・
道
南
う
み
街
信
用
金
庫　

・
北
洋
銀
行

・
み
ち
の
く
銀
行 

・
函
館
商
工
信
用
組
合

・
み
ず
ほ
銀
行　
・
北
海
道
銀
行

・
青
森
銀
行　
・
北
陸
銀
行

・
渡
島
信
用
金
庫　

・
北
海
道
労
働
金
庫

・
新
函
館
農
業
協
同
組
合（
※
）

・
上
磯
郡
漁
業
協
同
組
合（
※
）

・
郵
便
局
及
び
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

（
※
）は
北
斗
市
内
各
支
店
の
み

税金等の納め忘れはありませんか？

問 市役所収納課収納管理係［内線142～145］ 問 渡島・檜山地方税滞納整理機構　☎47-9599

令
和
２
年
度
催
告
書
発
送

悪
質
な
滞
納
者
は
渡
島
・
檜
山

地
方
税
滞
納
整
理
機
構
へ

市
税
の
納
付
に
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

（単位：件、千円）

H30
R1
R2

265
273
271

30
30
30

年度
引受件数

うち北斗市分
251,745
247,639
258,796

34,322
27,018
20,033

引受滞納額
うち北斗市分

１．事案引受状況

渡島・檜山地方税滞納整理機構の活動状況
（令和２年８月末現在）

（単位：千円、％）

H30
R1
R2

251,745
245,441
258,796

88,753
77,579
50,768

35.25
31.60
19.61

２．引受事案の収入状況
引受滞納額年度 収入額 徴収率

（Ｈ３０・Ｒ１年度最終実績、Ｒ２年度８月末現在）

（単位：件、千円）

（Ｈ３０・Ｒ１年度最終実績、Ｒ２年度８月末現在）

H30
R1
R2

264
236
211

137
131
97

58
55
48

27
23
13

42
27
53

３．引受事案の差押状況

差押
件数

差押債権
取立額年度

差押債権の内訳
預貯金 給与・年金 生命保険 その他

13,193
15,730
11,009


